
意見聴取会における人街アドバイザーの活用について 
 

１ 平成２８年度～２９年度の意見聴取時での人街アドバイザーの参加状況     

 ○人街アドバイザーの述べ参加人数（平成２８年度：１３名、平成２９年度：５名） 

特定施設 用途・規模 開催日 
特定施設 
の場所 

意見聴取会 
の実施 

人街ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 
の参加者数 

①尾張北東地区 
特別支援学校 

用途：特別支援学校 
規模：8,491.83㎡ 

H28.9.14 瀬戸市 
なし 

（ﾋｱﾘﾝｸﾞ） 
１名 

②愛知県立芸術大学 
 新デザイン棟 

用途：大学 
規模：2,334.54㎡ 

H28.9.27 長久手市 あり ０名 

③蟹江警察署 
用途：警察署 
規模：4,133.00㎡ 

H28.9.28 
海部郡 
蟹江町 

あり ３名 

④海洋ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ 
用途：ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 
規模：2,710,08㎡ 

H28.10.4 蒲郡市 あり ２名 

⑤蒲郡警察署 
用途：警察署 

規模：3,942.55㎡ 
H29.1.25 蒲郡市 あり ２名 

⑥西尾警察署 
用途：警察署 

規模：4,743.51㎡ 
H29.1.31 西尾市 あり ２名 

⑦大規模展示場 
用途：展示場 
規模：90,613.87㎡ 

H29.2.16 

常滑市 

なし 
（ﾋｱﾘﾝｸﾞ） 

３名 

H29.5.11 あり ２名 

H29.5.17 あり ３名 

 

２ 人街アドバイザーの活用についての事業課からの意見             

(1) 人街アドバイザーの参加について 

特定施設 
事業課からの意見（人街アドバイザーの活用） 

良かった点 課題 

①尾張北東地区 
特別支援学校 

・ 人街アドバイザーであり、当事者の意見とし
て聞けてよかった。 

・ 当該施設のバリアフリー化のよい点をしっ
かりと評価してくれるのはよかった。 

・ 特別支援学校においては、障害
種別によって特に配慮すべきこ
とがあるので、そのことを良く
知っている人街アドバイザーの
育成も必要である。 

③蟹江警察署 
⑤蒲郡警察署 
⑥西尾警察署 

・ バリアフリーについて建設的な観点で意見
をいってくれたのでよかった。 

・ 人街アドバイザーでない当事者も参加する
意見聴取会だったので、中立な立場で意
見を述べてくれてよかった。 

・ 人街アドバイザーにも個人差が
あるので、アドバイザーとしての
スキルアップが必要である。 

 

④海洋ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ 

・ 人街アドバイザーは、バリアフリーの現状を
よくわかっているので話を進めやすかった。 

・ 人街アドバイザーの提案により現地で意見
聴取を行ったため、既存を含めた意見を聞
くことができた。 

・ 幅広い障害種別についての知
見のある人街アドバイザーの参
加が必要であると思われる。 

 

 
 

 

 

特定施設 
事業者からの意見（人街アドバイザーの活用） 

良かった点 課題 

⑦大規模展示場 

・ 人街アドバイザーは障害の知識が豊富で、い
ろいろな障害の立場で話してもらえるのがよ
かった。 

・ 他の県有施設の事例や県の立場もよくわかっ
ているのでよかった。 

・ 人街アドバイザーも積み重ねが
必要なので、いろいろな場に参
加して経験を積んでほしい。 

 

(2) その他意見 

・ 人街アドバイザーからの意見を 100%対応することができないので、どれを優先

して施設に反映するかが課題である。 

・ どのように建築物に反映されたのかを事業課から報告するので、意見聴取会の

成果を全体でまとめてほしい。 

 

３ 意見聴取会における人街アドバイザーの活用                 

 以下の点を考慮しながら、意見聴取会での人街アドバイザーの活用していく。 

 

(1) 人街アドバイザーの参加 

 ・  人街アドバイザーが意見聴取会に参加することにメリットがあったため、引き

続き事業課に対して人街アドバイザーの参加を促す。 
 

(2) 人街アドバイザーの人選 

・ 意見聴取会では、肢体不自由だけでなく他の障害種別（視覚障害、聴覚障害な

ど）の人街アドバイザーの参加も考慮する。 

・ 特に特別支援学校では、幅広い障害種別（視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢

体不自由又は病弱）に対して対応できる人街アドバイザーの人選が求められる。 
 

(3) 意見聴取会の結果 

・  意見聴取会の結果をアンケート等により提出を求め、意見聴取会の成果をとり

まとめて、次の意見聴取会に活かす。 
 

(4) 人街アドバイザーの育成・スキルアップ 

・  人にやさしい街づくり連続講座等への人街アドバイザーの参加を呼び掛ける。 

 

資料２ 


